
今回の選挙から、選挙人の利便性向上のため、

ご自宅と投票所（共通投票所含む）、期日前投票

所までの移動支援（運賃の公費負担（無料））とし

て、投票時に利用できる「タクシー券」が入場

券についています（下記の入場券のサンプル参

考）。邑楽町で投票権のある方はどなたでもご利

用できますので、投票所までの移動にご活用くだ

さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

令和７年７月２０日(日） 

 

 

午前７時～午後７時 

おもて うら

第２７回

入場券が変更になりました

( 裏面へ )

【入場券のサンプル】

投票日

※投票終了時間が 

1 時間繰り上がります。

投票時間

※期日前投票期間における投票時間（午前８時３０分から午後８時まで）に変更はありません。 

■利用方法 

①投票に行く日を決めたら、タクシーの予約を

してください。 

※利用できるタクシー会社は、入場券または町ホーム

ページをご確認ください。 

②乗車の際に、入場券についているタクシー　

利用券を運転手に提出してください。 

③投票が終了するまで、タクシーは投票所の

前などで待機していますので、乗車してきた

タクシーでご自宅までお帰りください。 

■注意事項 

①選挙期間中（期日前投票期間及び投票日当

日）、投票するためにご自宅と投票所間の移

動時のみ利用できるもので、買い物など投票

に関係のない場合の利用はできません。 

②利用券は、邑楽町内の移動のみで利用でき

ます。 

③介護タクシーをご利用される場合は、運賃の

みが公費負担の対象（無料）となります。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

場　所　　邑楽町役場 1 階ロビ- 

期　間　　７月４日（金）～７月１９日（土） 

時　間　　午前８時３０分～午後８時 

■病院や施設での不在者投票 

県選挙管理委員会の指定した病院や施設な 

どに入院または入所している人は、病院長ま 

たは施設長に申し出てください。 

不在者投票をすることができます

※入場券中面の「期日前投票宣誓書」を事前に 

記入して持参すると手続きがスムーズです。

期日前投票をすることができます

①投票日に満１８歳以上の人 

（平成１９年７月２１日以前に生まれた人） 

②令和７年４月２日以前から邑楽町の住民基 
本台帳に引き続き記録されている人 
※投票権がある人は入場券が手元に届いていなくて 

も､投票日当日と期日前投票をすることができます。

問合先　　町選挙管理委員会（役場総務課内）　TEL 0276-47-5002

投票所と投票区域の地区は、町ホームページ

をご確認ください。投票権のある方には、町選

挙管理委員会から、投票日前に入場券が郵

送されます。投票時にはこの入場券をご持参

ください。 
※入場券が届かない、またはなくしてしまった方は、

町選挙管理委員会へご連絡ください。

投票場所・持ち物投票できる人（①と②の両方に該当）

投票支援カードを設置します

今回の選挙から投票所（期日前投票所含む）

において、支援が必要な方が投票所の係員に

口頭で伝えることが難しい場合や、苦手な場

合などにご使用いただく「投票支援カード」をご

用意します。町ホームページにも様式を掲載し

ていますので印刷、記入のうえご持参いただく

と、必要な支援を受けることができます。

■遠隔地(滞在地)の他市町村で投票 

長期出張や出産などにより、他市区町村に 
滞在している場合は、滞在する市区町村の 
選挙管理委員会で不在者投票をすることが 
できます。

■郵便による不在者投票 

身体が不自由で投票に行けない人のために

郵便で投票できる制度があります。 

対象者： 要介護状態区分が要介護 5 の人  

や、身体障害者手帳または戦傷病

者手帳の交付を受けている重度の

身体障害者 

※該当する人は、事前に町選挙管理委員会に申

請してください。 

▲投票支援 
カードについて

選挙に関する詳細は 
町ホームページでご確認ください　


